
避難促進施設の指定及び避難確保計画作成
の現状

資料４



御嶽山の噴火の教訓、火山防災対策の特殊性等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の関係者が一体となっ
た警戒避難体制の整備等所要の措置を講ずる。

１．改正の背景

２．法律の概要

○ 明瞭な前兆がなく突如噴火する場合もあり、住民、登山者等様々な者に対する迅速な情報提供・避難等が必要（御嶽山噴火の教訓）
○ 火山現象は多様で、かつ、火山ごとの個別性（地形や噴火履歴等）を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、

専門的知見を取り入れた対策の検討が必要

○火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備

火山災害警戒地域の指定（第３条） 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指定（常時観測火山周辺地域を基本）

国による活動火山対策の推進に関する基本指針の策定（第２条）

・ 都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務）

都道府県・市町村 地方整備局等
（砂防部局）

気象台

自衛隊火山専門家

※他、環境事務所、森林管理局、交通・通信事
業者等。集客施設や山小屋の管理者も可。

観光関係団体 等

火山防災協議会（第４条）

必須構成員

必要に応じて追加

・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

協議事項

【都道府県】（第５条）
１．火山現象の発生・推移に関する情
報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（都道府県内）

２．右の２．３を定める際の基準
３．避難・救助に関する広域調整

等

【市町村】（第６条）
１．火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（市町村内）

２．立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等（噴火警戒レベル）

３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の 名称・所在地
５．避難訓練・救助 等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

・ 噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体
制について協議

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移
を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地
図上に示したもの

噴火警戒レベル

※噴火活動の段階に応じ
た入山規制、避難等

避難計画

※避難場所、避難経路、
避難手段等を示したも
の

警察 消防

○自治体や登山者等の努力義務（第11条）

○火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保（第30条）
・自治体による登山者等の情報把握の努力義務を新たに規定
・登山者等の努力義務（火山情報の収集、連絡手段の確保等）を新たに規定

【市町村長の周知義務】（第７条）

火山防災マップの配布等により、避難場所等、円滑な

警戒避難の確保に必要な事項を周知

【避難確保計画の作成義務】（第８条）

集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や要配慮者利

用施設の管理者等による計画作成・訓練実施

改正活火山法における避難促進施設、避難確保計画の位置付け
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<活動火山対策特別措置法> （昭和四十八年七月二十四日法律第六十一号 最終改正：平成二七年七月八日法律第五二号）

第六条 市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（災害対策
基本法第四十二条第一項 の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項に
ついて定めなければならない。

五 警戒地域内に次に掲げる施設（火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保す
る必要があると認められるものに限る。）がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

イ 索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの
ロ 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの

第八条 第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設（以下この
条において「避難促進施設」という。）の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難
訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために
必要な措置に関する計画（以下この条において「避難確保計画」という。）を作成しなければならない。

２ 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、
公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。

３ 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村
長に報告しなければならない。

４ 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時に
おける当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることが
できる。

５ 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓
練に参加しなければならない。

６ 避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求
めることができる。

改正活火山法における避難促進施設、避難確保計画の記載
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<集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き>

○ 「避難確保計画」を作成すべき施設について
施設の所有者等が作成する「避難確保計画」は、市町村地域防災計画に定める警戒避難体制だけでは、適切かつ円滑な防災対応をとることが困難であ

り、市町村が火山地域全体の防災対応を実施する中で、情報伝達や避難誘導を個別に実施する必要があると考えられる施設において作成する必要があ
る。具体的には、次のような施設が想定される。

①火口近くに位置する施設
突発的な噴火が発生した場合、市町村からの避難指示・勧告等の具体的な防災対応の指示が、噴火後、現場に届くまでにはしばらく時間がかかること
から、各施設においては自らの判断で速やかに防災対応を開始する必要がある。突発的な噴火は、水蒸気噴火等の前兆現象が捉えにくい、比較的小
規模な噴火であることが多く、このような噴火に伴う噴石の飛散で、過去にもたびたび人的被害が発生している。火口近くに位置する施設においては、こ
のような場合を想定した「避難確保計画」を作成しておく必要がある。

②利用者が多い大規模な施設
マグマ噴火等の居住地域へ影響が及ぶ比較的大規模な噴火が発生した場合、居住地域に位置する施設のうち、特に利用者数が多い大規模な施設で
は、避難にあたり混乱が生じることのないよう、施設内の利用者に対する情報伝達や円滑な避難誘導を行うことが必要となるため、このような場合を想
定した「避難確保計画」を作成しておく必要がある。

実際に、「避難確保計画」を作成すべき施設を選定する際には、火山災害は、噴火の規模・形態、地域特性などが火山ごとに多様であることから、各火
山地域の実情を考慮し、火山防災協議会において十分に議論する必要がある。

集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き
における避難確保計画を作成すべき施設等に関する記載

○ 「避難確保計画」作成に係る市町村の役割

市町村は、避難促進施設を市町村地域防災計画に位置付けるときは、あらかじめ、火
山防災協議会の意見を聴くとともに、当該施設の所有者等と十分に調整を行う必要があ
る。
また、市町村は、施設所有者等に、必要な助言や情報提供をするとともに、「避難確保

計画」の作成の支援や、施設所有者等から報告を受けた際に取組が不十分な場合には
助言・勧告を行うことで、実効性の高い避難確保計画とする必要がある。
さらに、市町村は、火山現象に関する情報を、適確に避難促進施設に伝達する必要が

ある。

グループ 施設例

集
客
施
設

Ａ 交通関係施設 ロープウェイ、バスターミナル 等

Ｂ 宿泊施設 ホテル、山小屋 等

Ｃ 利用者が主に屋外で活動す
ることが想定される施設 キャンプ場、スキー場等

Ｄ その他、利用者が比較的短
時間滞在する施設 観光案内所、土産屋 等

要
配
慮
者

利
用
施
設

Ｅ 医療機関 病院、診察所等

Ｆ 医療機関以外の要配慮者利
用施設 学校、老人福祉施設 等

＜避難促進施設の分類＞

3



0

5

10

15

20

25
北
海
道

青
森
県

秋
田
県

岩
手
県

山
形
県

宮
城
県

福
島
県

栃
木
県

群
馬
県

長
野
県

新
潟
県

富
山
県

岐
阜
県

石
川
県

山
梨
県

静
岡
県

神
奈
川
県

東
京
都

大
分
県

熊
本
県

長
崎
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

都道府県別の指定等の状況

避難促進施設の指定及び避難確保計画の作成の取組状況について

延べ
１５５
市町村

 火山災害警戒地域の延べ１５５市町村に対して、避難促進施設と避難確保計画についてアンケート調査。

 避難促進施設の指定状況についての回答は次の通り。
・２６市町村（約１７％）で指定実施、２７市町村（約１７％）で該当する施設なしとしている。
・残りの１０２市町村（約６６％）で、候補施設との協議などの作業途中など、指定が未だ実施されていない。

 避難確保計画の作成状況について、施設指定済みの２６市町村のうち、半数弱の１２市町村（約４６％）では全施設で作成
済み。避難促進施設ごとに見た場合には、３０８施設中２４５施設（約８０％）で作成済みであった。

延べ
２６
市町村

避難促進施設を指定した市町村における
避難確保計画作成状況

火山災害警戒地域の市町村における
避難促進施設の指定等の状況

■未指定の市町村数
■指定している市町村数
※該当する施設なしの市町村数(28)は除外

３０８
施設

避難促進施設における
避難確保計画作成状況

①既に指定している（17%）

④候補施設を選定中（14％）

②候補施設と協議済み（3%）

③候補施設と協議中（10%）

⑤施設の指定基準
・条件を協議中（17%）

⑥指定についての
検討が進んでいない
（22%）

⑦検討したが該当する施設が
市町村内に存在しない（17%）

作成済み（80%）

未作成（20%）

全施設で
作成済み（46%）

一部の施設で
作成済み（31%）

未作成（23%）

取組中（66%）
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避難促進施設の指定及び避難確保計画作成
における課題と今後の対応案
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市町村における避難促進施設の指定にあたっての課題

65

56

65

36

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.

避
難
促
進
施
設
の

指
定
の
基
準
・
条
件

の
検
討

2.

候
補
施
設
の
理
解

3.

指
定
後
の
計
画
作

成
支
援

4.

地
域
防
災
計
画
の

改
定
の
タ
イ
ミ
ン
グ

5.

そ
の
他

分類 主な意見

1. 避難促進施設の
指定の基準・条
件の検討

• ハザードのエリアが市街地であり、対象施設が非常に
多く計画作成の対応に苦慮することが予想される。

• 今後検討しなければならない課題である。
• 指定理由について対象施設への説明の仕方が難しい。

2.候補施設の理解
• 観光等における風評被害も懸念され、施設管理者等か
らも同意を得られない。

3.指定後の計画作成
支援

• 指定した施設に対する計画作成支援の方法がわからな
い。

• 対象候補施設にノウハウがない。
• 市町村で雛形等を作成しなければならないと思うが、知
識不足により進んでいない。

4.地域防災計画の改
定のタイミング

• 地域防災計画を改正する際に意見を聴く火山防災協議
会と、市町村防災会議の開催時期が合わず、改正まで
時間がかかる。

5.その他

• 指定することによる風評被害への懸念
• 知識、人員不足
• 避難促進施設の基準や条件を協議する前に、地域の住
民等への火山災害に関する基礎知識の普及啓発が必
要

• 避難促進施設、緊急避難場所、指定避難所の違いがわ
からない。

[市町村]

 避難促進施設を未指定の１０２市町※へのアンケートでは、６５市町村（約６４％）で「避難促進施設の指定の基準・
条件の検討」、「指定後の計画作成支援」が避難促進施設の指定にあたって課題と感じていた。

 「避難促進施設の指定の基準・条件の検討」では、指定対象施設が多くなった場合の指定後の避難確保計画作成
に関する懸念や、指定理由の対象施設への説明が難しい等の課題が挙げられた。「指定後の計画作成支援」 に
ついての具体的な課題として、支援の方法が分からないことや、雛形を作成する知識が不足しているなどのノウハ
ウの不足が挙げられた。

※「避難促進施設の指定を実施している」もしくは「該当する施設が存在しない」以外の回答があった市町村

避難促進施設を未指定の１０２市町における
指定にあたっての課題（複数回答可）
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避難計画策定が進まない要因について

分類 主な意見

１．施設における
計画作成の必
要性の理解

• 想定火口から各避難促進施設までの距離が離れてい
ることもあり、避難確保計画の作成に疑問を持つ施設
もあった。

２．市町村、施設
管理者の計画
作成のノウハウ
等の不足

• 類似施設の作成例など具体的な情報が不足していた。
• 施設管理者に、どのように計画を作成していいのか戸
惑いがあった。

• 施設管理者が計画作成に不慣れである。また、市は
施設の詳細まではわからないため、適切な支援が難
しい。

• 避難促進施設の所有者に、内閣府の手引きを渡すだ
けでは作成することが難しいため、防災部局がひな型
を作成するなどの支援が必要であった。

３．施設の負担

• 家族経営など小規模な避難促進施設においては、避
難確保計画の作成が負担となっている。

• 宿泊施設では業務多忙の中の避難確保計画作成と
なるため、負担となっている。

４．具体的な避難
の方策

• 突発的に噴火した場合についての、規制範囲外への
避難のタイミング

• 大規模噴火の際の、施設から町外への避難対応につ
いて、町の避難計画で今後検討する必要がある。

1.

施
設
に
お
け
る
計
画
作

成
の
必
要
性
の
理
解

2.

市
町
村
、
施
設
管
理
者

の
計
画
作
成
の
ノ
ウ
ハ

ウ
等
の
不
足

3.

施
設
の
負
担

4.

具
体
的
な
避
難
の
方
策

市町村による避難確保計画の作成支援にあたっての課題

 施設の避難確保計画の作成支援における課題に関する市町村へのアンケートでは、市町村、施設管理者の計画
作成のノウハウ等の不足に関する回答が最も多かった。

 具体的な内容としては、類似施設での作成例など具体的な情報が不足している、施設管理者がどのように計画を作
成していいのか戸惑いがあった、自治体は施設の詳細までは分からないため適切な支援が難しい、などが挙げら
れた。
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避難促進施設を指定した２６市町村における
施設への避難確保計画の作成支援における課題

[市町村]
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○避難促進施設の指定にあたって、 市町村は指定後の計画作成支援への対応に懸念
を抱えている場合が多い。

○指定後の避難確保計画の作成の取り組みにおいては、施設管理者や市町村担当者に
計画作成やその支援のノウハウが不足していることが多く、類似施設の作成例などの
情報を求めている等の声もあった。

避難促進施設の指定及び避難確保計画の作成における課題を踏まえた

対応案

避難促進施設の指定及び避難確保計画作成を促進するには、市町
村と対象施設の計画作成に関する懸念や課題を解決することが必要
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突発噴火時の緊急避難対策の推進（避難確保計画の作成支援）

 平成３１年度より集客施設等の避難促進施設における避難確保計画の作成支援に着手

御嶽山や本白根山では突発的な噴火が発生。火口周
辺には集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）が存在し、
旅行者等の円滑な避難には、各施設による避難誘導が重
要。

活動火山対策特別措置法の改正により、市町村が指定
する集客施設や要配慮者利用施設の所有者等に対して、
「避難確保計画」の作成や、計画に基づいた訓練の実施
等が位置付けられた。

集客施設等の所有者の計画作成を支援し、支援から得
られた知見を全国で共有することで、各避難促進施設に
おける避難確保計画の作成を促進し、もって火山防災対
策をより一層推進していくものとする。

事業目的

種類や状況の異なる集客施設等をモデルとして、都道
県や市町村等を交えて、避難確保計画を協働で検討し、
避難確保計画の作成に当たっての具体的な課題と解決
策を検討。

モデル検討の成果を踏まえて、避難確保計画の検討の
具体的な進め方についての事例集等を整備。

グループ 施設例

集
客
施
設

Ａ 交通関係施設 ロープウェイ、バスターミナル 等

Ｂ 宿泊施設 ホテル、山小屋 等

Ｃ
利用者が主に屋外で活動す
ることが想定される施設

キャンプ場、スキー場等

Ｄ
その他、利用者が比較的短
時間滞在する施設

観光案内所、土産屋 等

要
配
慮
者

利
用
施
設

Ｅ 医療機関 病院、診察所等

Ｆ
医療機関以外の要配慮者利
用施設

学校、老人福祉施設 等

＜主な避難促進施設の例＞

＜複数施設が共同して計画を作成している事例＞

実施内容
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